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「Tokyo Future Work Award」 
令和 8 年度募集要項（東京の未来の働き⽅推進事業） 

 
 
   

エ ン ト リ ー ⽅ 法 
申請はオンラインにて受け付けます。 
「マイページ」のエントリーフォーム（以下「フォーム」という。）からエントリーしてください。 
※事前に「東京サステナブルワーク企業」に登録する必要があります。 

提 出 書 類 
エントリー及び審査の過程で必要な書類等については、別紙１「提出書類等⼀覧」
をご確認ください。 

受 付 期 間 令和 8 年 6 ⽉ 17 ⽇（⽔）9 時〜9 ⽉ 30 ⽇（⽔）17 時 

問 合 せ 先 
（事務局） 

東京の未来の働き⽅推進事業事務局 
電話︓050-4560-4118（平⽇ 9 時〜17 時） 
メール︓ade.jp.sus-worktokyo@jp.adecco.com  
※本事業は、運営をアデコ株式会社に委託し、実施しています。 

エ ン ト リ ー に 関 す る 
留 意 事 項 

ア エントリーフォーム提出後の加筆・修正はできません。 
イ 提出書類は返却しません。あらかじめご了承ください。 
ウ 提出書類等に含まれる個⼈情報の取扱いに当たっては、「個⼈情報の保護に関
する法律」、「東京都個⼈情報の保護に関する条例」及びその他関係法令を順守
します。 
エ エントリーされた内容について、審査に先⽴ち東京都職員⼜は東京の未来の働
き⽅推進事業事務局から電話等で確認をさせていただく場合があります。 

 

 

  

エントリー概要 
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1. ⽬的  
「東京の未来の働き⽅推進事業」は、企業等が多様な働き⽅を推進するとともに、テクノロジーを活⽤した⽣

産性の⾼い新しい働き⽅の機運醸成を図ることを⽬的としています。本事業内で実施する「Tokyo Future 
Work Award」表彰制度は、先進的な働き⽅を推進する企業を「Tokyo Future Work Award」として表彰
するものです。 

 
2. 対象 

次の（１）〜（10）をすべて満たしている必要があります。 
（１） 東京都内で事業を営んでいること。法⼈においては本店所在地が東京都内に所在すること。 
（２） 常時雇⽤する従業員が 2 ⼈以上 300 ⼈以下の企業、⼀般社団法⼈、⼀般財団法⼈等であること。 
（３） 「東京サステナブルワーク企業」に登録していること。 

※「東京サステナブルワーク企業」の要件を満たし、登録を申請中の場合もエントリーを受け付けますが、エン
トリー期限までに登録が決定しない場合は、エントリーを無効とします。 

（４） 申請⽇までの過去５年間に重⼤な法令違反等がないこと。また、労働関係法令を遵守していること。 
（５） 厚⽣労働⼤⾂の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防⽌するための措置を取っていること。 
（６） ⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に

規定する⾵俗営業、同条第５項に規定する性⾵俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務
受託営業及びこれらに類する事業を⾏っていないこと。 

（７） 暴⼒団員等（東京都暴⼒団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。）第２条第３号に規定す
る暴⼒団員及び同条第４号に規定する暴⼒団関係者をいう。）、暴⼒団（同条第２号に規定する暴
⼒団をいう。）及び法⼈その他の団体の代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員が暴⼒
団員等に該当する者でないこと。 

（８） 都税を滞納していないこと。 
（９） 東京都のホームページ等において、企業の取組内容の公表が可能であること。 
（10）「Tokyo Future Work Award 2026」を受賞した場合、表彰式（令和 9 年１⽉頃、都内 23 区内を予

定）に参加できること。 
※ただし、過去に⼤賞を受賞した企業等は、応募することができません。また、優秀賞・奨励賞を受賞した
企業等は、最後に受賞した年度から３年間は応募することができません。また、再応募する際には、過去の
取組と同⼀の内容ではなく、新たに取り組んだ内容としてください。 

 

3. エントリー内容 
働き⽅改⾰として主体的に推進している取組について、エントリーしていただきます。下記の視点から、取組や成
果を具体的に記載してください。 

（１） 多様な働き⽅に関する取組（「東京サステナブルワーク企業」登録における取組状況 等） 
（２） 持続可能な働き⽅に向けた取組 
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（３） テクノロジーを活⽤した⽣産性の⾼い働き⽅への取組 
（４） 他の中⼩企業の模範となる取組 
（５） （１）〜（４）以外で未来の働き⽅を⽬指した独⾃の取組 
 

4. エントリー（詳細） 
（１） エントリー受付期間 

令和 8 年６⽉ 17 ⽇（⽔）9 時〜9 ⽉ 30 ⽇（⽔）17 時 
（２） エントリー⽅法 

(ｱ) 事前にご登録いただいています「マイページ」の「Tokyo Future Work Award のエントリー」ボタンからエン
トリーしてください。 

(ｲ) エントリー時に必要な情報及び提出書類については別紙１「提出書類等⼀覧」（P.6）をご確認ください。 
(ｳ) エントリーフォーム提出後の加筆・修正はできません。 
(ｴ) エントリー内容や提出書類に不備がある場合は、確認のご連絡をさせていただきます。 

 

5. 審査 
審査は、学識経験者及び有識者等で構成される「Tokyo Future Work Award 審査会」において、厳正か

つ公正に⾏います。申請企業と明らかな利益相反の関係にあると認められる審査委員は、当該企業の審査には
関与しません。審査の途中経過及び審査結果・内容についてのお問合せには⼀切お答えできませんので、予めご
了承ください。 

 
（１） 審査基準 

 

取組の独⾃性 
働き⽅の多様性 

・働き⽅改⾰を推進する取組やその運⽤に独⾃の⼯夫がある。 
・多様で柔軟な働き⽅を従業員が選択できる制度を導⼊し、利⽤実績がある。 
・取組を社内で周知し、従業員への理解と利⽤促進を図っている。 

持続可能性 
・従業員の働きがいやエンゲージメント向上に向けた取組を推進している。 
・取組の評価・改善を図っている。 
・SDGs に資する経営に取り組んでいる。 

テクノロジーの活⽤に
よる⽣産性向上 

・企業の業務内容等に適したデジタル化を推進している。 
・RPA、AI 等の先進技術を活⽤している。 
・テクノロジーの活⽤により、業務効率化や⽣産性向上を実現している。 

普及性・模範性 
・取組を広く発信し、社会への普及を図っている。 
・都内中⼩企業等のロールモデルとなり得る働き⽅を推進している。 

（２） 審査⽅法 
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以下の結果を総合的に審査し、東京都が表彰企業を決定します。 
ア ⼀次審査（書類審査） 

エントリー書類をもとに、エントリー要件の確認や社内の取組状況について、専⾨家・有識者等が書類審
査を⾏います。 
※⼀次審査（書類審査）を通過した企業には、「イ ⼀次審査（訪問調査）」の⽇程調整のご連絡
をいたします。 

イ ⼀次審査（訪問調査） 
都が委託した外部専⾨機関が、上記「ア ⼀次審査（書類審査）」を通過した企業に現地訪問し、取
組内容等についてヒアリングを⾏います。 
※⼀次審査（書類審査・訪問調査）を通過した企業には、「ウ ⼆次審査」で使⽤する資料の作成を
お願いします。⼀次審査通過企業には別途ご案内いたします。 

ウ ⼆次審査（プレゼンテーション審査） 
⼀次審査通過企業からのプレゼンテーション形式で、審査会にて審査を⾏い、受賞候補を決定します。
プレゼンテーションは、事前に提出いただいた資料に基づき、取組内容等のご説明をしていただきます。 

エ 審査結果 
審査結果は、表彰式までにメールにてご連絡します。 

（３） 審査に必要な資料請求等 
ア 審査に当たって、追加資料の提出、説明及び追加ヒアリング等をお願いする場合があります。 
イ エントリー書類等の内容が事実と異なっている場合など、表彰するにふさわしくないと判断される事由が判

明した場合は、発表後であっても受賞を取り消し、⼜は留保することがあります。 
（４） 令和 8 年度主な審査スケジュール 

ア ⼀次審査（書類審査）…〜10 ⽉中旬頃まで 
イ ⼀次審査（訪問調査）…10 ⽉中旬〜11 ⽉上旬頃 
ウ ⼆次審査…11 ⽉下旬〜12 ⽉上旬頃、場所は都内となります。 

※時間は追ってご連絡します。1 社 20 分程度を想定。 

 

6. 表彰式 
表彰式において、「Tokyo Future Work Award 2026」受賞発表を⾏います。 
⼤賞・優秀賞・奨励賞につきましては、表彰状及び副賞の贈呈を⾏う予定です。 
表彰式のご案内は、最終結果を通知する際に、あわせて送付します。 
 ⽇程 令和 9 年１⽉中旬  
 会場 都内 23 区内を予定 

 
7. 受賞企業に対する⽀援 
（１） 賞⾦の授与 
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   今後のさらなる取組や普及周知に向けた⽀援として賞⾦を授与します。 
各賞及び賞⾦は次のとおりです。 

・⼤  賞  50 万円（1 社） 
・優秀賞  30 万円（2 社程度） 
・奨励賞  10 万円（7 社程度） 

       ※該当がない場合もあります。 
（２） PR 動画の作成 

   ⼆次審査通過企業へは、企業の取組に関するインタビュー動画の撮影をさせていただきます。インタビュー動 
画と表彰式の様⼦を編集して PR 動画を作成します。本動画データについては、本事業の普及促進等に使 
⽤する場合がありますので、予めご了承ください。 

（３） 都主催イベント及び東京都ホームページ等での紹介 
東京都が主催する関連イベントや各種広報媒体において、企業の取組内容を紹介します。 

（４） 事業サイトでの紹介 
本事業サイト（https://mirai-hatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/）において、企業の取組内容を紹介しま
す。 

 
8. その他 
（１） 次のいずれかに該当した場合には、「Tokyo Future Work Award 2026」受賞を取り消すことがあります。 

ア 表彰内容⼜はこれに付した条件に違反したとき 
イ 偽りその他不正の⼿段により選定をされたとき 
ウ 受賞企業（法⼈その他の団体にあたっては、代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員を

含む。）が、暴⼒団等に該当するに⾄ったとき 
エ その他法令上⼜は社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される事由があったとき 
オ 上記にかかわらず、知事が適当でないと認めるとき 
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No ⼀次審査（書類審査）における提出書類等 提出 留意事項 
１ 誓約書（様式） 必須 - 
２ 取組内容等の申請  必須 - 

３ 商業・法⼈登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 必須 
※エントリー⽇時点で、発⾏⽇から 6 ヶ⽉
以内の書類をご提出ください。 

４ 
都税の納税証明書（下記すべて） 
①法⼈都⺠税納税証明書 
②法⼈事業税納税証明書 

必須 
※エントリー⽇時点で、発⾏⽇から 6 ヶ⽉
以内の書類をご提出ください。 
※都税事務所にて発⾏しています。 

５ 

前事業年度及び前々事業年度の売上実績がわかる下
記いずれかの書類 

・売上台帳 
・決算書 
・損益計算書 
・確定申告書 

該当企
業のみ 

※B「直近の事業年度（前事業年度）に
売上⾼が向上しましたか︖」に、「はい」と回
答した企業のみご提出ください。 
※前事業年度（令和 7 年度）及び前々事
業年度（令和 6 年度）の 2 年度分をご提
出ください。 

６ 

社外向けに広報、PR していることがわかる資料 
該当企
業のみ 

※D「多様な働き⽅やテクノロジーの活⽤に
ついて、社外向けに広報、PR していることが
ある」に「はい」と回答した企業のみご提出く
ださい。 

※提出書類の取り付け・提出が、エントリー受付期間に間に合わない場合などは、事務局までご相談ください。 
 
 
No ⼆次審査における提出書類（⼀次審査通過企業のみ） 提出 提出⽅法 
１ プレゼンテーション資料 

（参考フォーマットを提供します） 

必須 メール 

２ その他必要なＰＲ資料 任意 メール 

※⼆次審査に向けた資料作成・提出⽅法、⽇時・場所等の⼆次審査詳細に関しては、訪問調査実施後、結果通
知と合わせてご案内いたします。 

  

別紙１ 提出書類等⼀覧 
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企業等の所在地： 
企業等の名称： 
代表者役職： 
代表者⽒名：

 

誓 約 書 
東京都知事 殿 
 

Tokyo Future Work Award実施要領（以下「要領」という。）第2条に基づく「Tokyo Future Work 
Award」（以下「アワード」という。）の応募に当たり、以下のことを誓約します。 
 

□「東京の未来の働き⽅推進事業実施要綱」（以下「要綱」という。）及び「『Tokyo Future Work 
Award』募集要項」（以下「募集要項」という。）の記載内容を全て確認し、内容を遵守します。 

□法⼈登記に記載の本店所在地が東京都内であり、かつ、東京都内で事業を営んでいます。 
□常時雇⽤する従業員が2⼈以上300⼈以下の企業、⼀般社団法⼈、⼀般財団法⼈等に該当します。 
□「東京サステナブルワーク企業」に登録済み、⼜は「東京サステナブルワーク企業」の要件を満たし

て現在申請中です。 
□申請内容に虚偽の記載はありません。 
□過去５年間に重⼤な法令違反等はありません。また、労働関係法令を遵守しています。 
□厚⽣労働⼤⾂の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防⽌するための措置を取っています。 
□⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規 

定する⾵俗営業、同条第５項に規定する性⾵俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託
営業及びこれらに類する事業を⾏っていません。 

□暴⼒団員等（東京都暴⼒団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。）第２条第３ 号に規定する暴
⼒団員及び同条第４号に規定する暴⼒団関係者をいう。）、暴⼒団 （同条第２号に規定する暴⼒団をい
う。）及び法⼈その他の団体の代表者、役員⼜は 使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員が暴⼒団員等
に該当しません。 

□都税を滞納していません。 
□申請⽇までの過去５年間に、国・都道府県・区市町村等が実施する補助・助成事業等に関して、不正

等の事故を起こしたことはありません。 
□東京都のHP等において、企業の取組内容の公表や取材される場合があることに同意します。 
□アワードを受賞した場合、表彰式（令和9年1⽉中旬）に参加可能です。 

 
□要綱、要領及び募集要項に定める事項に違反⼜は相違があり、賞⾦等の返還を命じられたときは、こ 

れに異議なく応じます。 
 

年     ⽉    ⽇ 
  

様式 
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1. エントリーはどのようにするのですか。 

マイページの【「Tokyo Future Work Award」エントリー】ボタンからエントリーしてください。 
 

2. 東京サステナブルワーク企業登録申請中でもエントリーできますか。 
エントリーは可能です。ただし、「Tokyo Future Work Award」エントリー期限までに登録が決定しな
い場合は、エントリーを無効とします。 

 
3. ⼀次審査（書類審査）の結果はいつ頃連絡がありますか。 

10 ⽉上旬〜中旬ころ、書類審査結果をご連絡いたします。 
 

4. ⼀次審査（訪問調査）はどれくらいの時間がかかりますか。 
1 時間程度を予定しています。 
 

5. ⼀次審査（訪問調査）は何をしますか。 
企業の所在や事業活動等の確認をさせていただくとともに、取組内容についてヒアリングをさせていただき
ます。 

 
6. ⼀次審査（訪問調査）は代表者が参加しなくてもかまわないですか。 

原則、代表者からヒアリングさせていただきますが、ご対応が難しい場合は⾃社の取組や効果等について
お話しいただける⽅がご参加ください。 

 
7. ⼆次審査のプレゼンテーション資料はどのような内容を記載しますか。 

⼀次審査（書類審査・訪問調査）通過企業には、プレゼンテーション資料（パワーポイント）の参考
フォーマットを提供しますので、フォーマットの内容に沿って作成してください。 
主な記載内容としては、基本情報（企業名、業種、従業員数等）、働き⽅改⾰推進の背景、具体
的な取組内容、成果と効果、テクノロジーの活⽤状況等になります。 
 

8. ⼆次審査では、どのような内容のプレゼンテーションを⾏いますか。 
前項のとおり、事前に作成いただいたプレゼンテーション資料を基に、⾃社の取組、成果、効果等をアピ

別紙３ よくある質問 
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ールしてください。 
 

9. 表彰式には必ず参加しなければなりませんか。 
⼆次審査に参加した受賞候補企業は必ずご出席をお願いいたします。 
 

10．昨年度受賞した企業は本年度の応募ができますか。 
過去に⼤賞を受賞した企業等は、応募することができません。また、優秀賞・奨励賞を受賞した企業等 
は、最後に受賞した年度から３年間は応募することができません。また、再応募する際には、過去の取 
組と同⼀の内容ではなく、新たに取り組んだ内容としてください。 

 


